
【様式第１号】

連結貸借対照表
（令和 7年 3月31日現在）

（単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】
固定資産 14,253 固定負債 8,161 

有形固定資産 11,776 地方債等 4,856 
事業用資産 6,867 長期未払金 - 

土地 2,502 退職手当引当金 778 
立木竹 - 損失補償等引当金 - 
建物 11,118 その他 2,527 
建物減価償却累計額 △ 8,038 流動負債 849 
工作物 406 １年内償還予定地方債等 730 
工作物減価償却累計額 △ 101 未払金 30 
船舶 237 未払費用 - 
船舶減価償却累計額 △ 119 前受金 12 
浮標等 - 前受収益 - 
浮標等減価償却累計額 - 賞与等引当金 51 
航空機 - 預り金 26 
航空機減価償却累計額 - その他 1 
その他 - 9,011 
その他減価償却累計額 - 【純資産の部】
建設仮勘定 861 固定資産等形成分 14,840 

インフラ資産 4,681 余剰分（不足分） △ 8,645 
土地 299 他団体出資等分 - 
建物 469 
建物減価償却累計額 △ 102 
工作物 7,965 
工作物減価償却累計額 △ 3,963 
その他 - 
その他減価償却累計額 - 
建設仮勘定 13 

物品 2,292 
物品減価償却累計額 △ 2,064 

無形固定資産 1,480 
ソフトウェア 8 
その他 1,472 

投資その他の資産 998 
投資及び出資金 79 

有価証券 1 
出資金 77 
その他 1 

投資損失引当金 - 
長期延滞債権 110 
長期貸付金 133 
基金 676 

減債基金 8 
その他 668 

その他 1 
徴収不能引当金 0 

流動資産 952 
現金預金 518 
未収金 55 
短期貸付金 21 
基金 344 

財政調整基金 330 
減債基金 14 

棚卸資産 9 
その他 6 
徴収不能引当金 △ 1 

繰延資産 - 6,195 
15,205 15,205 資産合計

負債合計

純資産合計
負債及び純資産合計
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【様式第２号】

連結行政コスト計算書
自　令和 6年 4月 1日
至　令和 7年 3月31日

（単位：百万円）

金額

経常費用 6,665 

業務費用 2,841 

人件費 1,003 

職員給与費 835 

賞与等引当金繰入額 3 

退職手当引当金繰入額 0 

その他 165 

物件費等 1,353 

物件費 861 

維持補修費 29 

減価償却費 441 

その他 21 

その他の業務費用 485 

支払利息 41 

徴収不能引当金繰入額 0 

その他 444 

移転費用 3,824 

補助金等 3,400 

社会保障給付 406 

他会計への繰出金 - 

その他 18 

経常収益 827 

使用料及び手数料 261 

その他 566 

純経常行政コスト 5,838 

臨時損失 56 

災害復旧事業費 - 

資産除売却損 4 

投資損失引当金繰入額 - 

損失補償等引当金繰入額 - 

その他 52 

臨時利益 98 

資産売却益 76 

その他 22 

純行政コスト 5,795 

科目
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【様式第３号】

連結純資産変動計算書
自　令和 6年 4月 1日
至　令和 7年 3月31日

（単位：百万円）

固定資産
等形成分

余剰分
（不足分）

他団体出資等分

前年度末純資産残高 5,445 14,469 △ 9,023 0 

純行政コスト（△） △ 5,795 △ 5,795 0 

財源 5,943 5,943 0 

税収等 4,320 4,320 0 

国県等補助金 1,623 1,623 0 

本年度差額 148 148 0 

固定資産等の変動（内部変動） △ 232 232 

有形固定資産等の増加 1,043 △ 1,043 

有形固定資産等の減少 △ 1,196 1,196 

貸付金・基金等の増加 346 △ 346 

貸付金・基金等の減少 △ 425 425 

資産評価差額 - - 

無償所管換等 601 601 

他団体出資等分の増加 - - 

他団体出資等分の減少 - - 

比例連結割合変更に伴う差額 - - - 

その他 1 2 △ 1 

本年度純資産変動額 749 371 378 0 

本年度末純資産残高 6,195 14,840 △ 8,645 0 

科目 合計
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【様式第４号】

連結資金収支計算書
自　令和 6年 4月 1日
至　令和 7年 3月31日

（単位：百万円）

金額

【業務活動収支】
業務支出 6,089 

業務費用支出 2,265 
人件費支出 1,000 
物件費等支出 883 
支払利息支出 41 
その他の支出 341 

移転費用支出 3,824 
補助金等支出 3,400 
社会保障給付支出 406 
他会計への繰出支出 - 
その他の支出 18 

業務収入 6,716 
税収等収入 4,433 
国県等補助金収入 1,689 
使用料及び手数料収入 262 
その他の収入 333 

臨時支出 - 
災害復旧事業費支出 - 
その他の支出 - 

臨時収入 21 
業務活動収支 648 
【投資活動収支】

投資活動支出 452 
公共施設等整備費支出 206 
基金積立金支出 186 
投資及び出資金支出 - 
貸付金支出 37 
その他の支出 24 

投資活動収入 377 
国県等補助金収入 1 
基金取崩収入 249 
貸付金元金回収収入 18 
資産売却収入 85 
その他の収入 25 

投資活動収支 △ 75 
【財務活動収支】

財務活動支出 729 
地方債等償還支出 729 
その他の支出 0 

財務活動収入 277 
地方債等発行収入 277 
その他の収入 - 

財務活動収支 △ 452 
本年度資金収支額 121 
前年度末資金残高 373 
比例連結割合変更に伴う差額 - 
本年度末資金残高 494 

前年度末歳計外現金残高 25 
本年度歳計外現金増減額 0 
本年度末歳計外現金残高 25 
本年度末現金預金残高 518 

科目
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1　重要な会計方針

(1)　有形固定資産等の評価基準及び評価方法

　開始時における有形固定資産等の評価は原則として取得原価とし、取得原価が不明なものは原則として再調達原
価としております。
　また開始後については、原則として取得原価とし再調達原価での評価は行わないこととしております。

(2)　有価証券等の評価基準及び評価方法

①　市場価値のある有価証券等
　　会計年度末における市場価値をもって全体貸借対照表価額としております。
②　市場価値がない有価証券等
　　取得原価をもって全体貸借対照表価額としております。
　　ただし、市場価値のないものについて、実質価額が著しく低下した場合には、相当の減額を行うことと　して
おります。
　　なお、実質価額の低下割合が30％以上である場合には、「著しく低下した場合」に該当するものとして　おり
ます。

(3)　有形固定資産等の減価償却の方法

①　有形固定資産（事業用資産、インフラ資産）
　　定額法を採用しております。
②　無形固定資産
　　定額法を採用しております。

(4)　引当金の計上基準及び算定方法

①　徴収不能引当金
　　未収金については、過去5年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。
　　ただし、一部の連結対象団体においては、法人税法に規定する法定繰入率に基づく繰入限度額によって　いま
す。
　　長期延滞債権については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に改修可能性を検討し）、徴　収不
能見込額を計上しています。
　　長期貸付金については、過去５年間の平均不納欠損率により（又は個別に改修可能性を検討し）、徴収　不能
見込額を計上しています。
②　退職手当引当金
　　期末自己都合要支給額を計上しています。
　　ただし、一部の連結対象団体においては、主として期末における退職給付債務及び年金資産の見込み　　額に
基づき計上しています。
③　損失補償等引当金
　　履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規　定す
る将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。
④　賞与等引当金
　　翌年度６月支給予定の期末手当、勤勉手当等及びそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、そ　れぞ
れ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(5)　リース取引の処理方法

①　ファイナンス・リース取引
　　通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
②　オペレーティング・リース取引
　　通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(6)　連結資金収支計算書における資金の範囲

　現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（容易に換金可能であり、かつ、価値変動が僅少なもので、３
か月以内に満期日が到来する流動性の高い投資をいいます。
　なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

(7)　採用した消費税等の会計処理

注記
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　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
　ただし、一部の連結対象団体（会計）については、税抜方式によっています。

2　追加情報（財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項）

(1)　連結対象団体について

団体（会計）名：002／国民健康保険事業特別会計（事業勘定）、区分：その他の公営事業会計、連結の方法：全
部連結、比例連結割合：-
団体（会計）名：003／国民健康保険事業特別会計（施設勘定）、区分：その他の公営事業会計、連結の方法：全
部連結、比例連結割合：-
団体（会計）名：005／介護保険事業特別会計、区分：その他の公営事業会計、連結の方法：全部連結、比例連結
割合：-
団体（会計）名：006／介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）、区分：その他の公営事業会計、連結の方
法：全部連結、比例連結割合：-
団体（会計）名：007／後期高齢者医療特別会計、区分：その他の公営事業会計、連結の方法：全部連結、比例連
結割合：-
団体（会計）名：010／水道事業会計、区分：公営企業会計、連結の方法：全部連結、比例連結割合：-
団体（会計）名：011／下水道事業会計、区分：公営企業会計、連結の方法：全部連結、比例連結割合：-
団体（会計）名：020／神奈川県町村情報システム共同事業組合、区分：一部事務組合・広域連合、連結の方法：
全部連結、比例連結割合：-
団体（会計）名：030／神奈川県後期高齢者医療広域連合、区分：一部事務組合・広域連合、連結の方法：全部連
結、比例連結割合：-
団体（会計）名：040／湯河原町真鶴町衛生組合、区分：一部事務組合・広域連合、連結の方法：全部連結、比例
連結割合：-
団体（会計）名：051／基金会計、区分：その他の公営事業会計、連結の方法：全部連結、比例連結割合：-
①　地方公営企業会計は、すべて全部連結の対象としています。
②　一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき連結の対象としています。

(2)　出納整理期間について

　地方自治法第235条の5に基づき、出納整理期間を設けられている団体（会計）においては、出納整理期間におけ
る現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。
　なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団体（会計）との間で、出納整理
期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したものとして調整しています。

(3)　表示金額単位

　表示単位未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。
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